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１-(３) 「キャッシュレス決済を活用した地域経済活性化事業  

第三弾」の実施について 
 

１ 事業実施                              

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化により、 

売上減少の影響を受けている市内事業者を支援するため、消費喚起策として、 

「やっぱ岐阜やて！“対象店舗で最大 20％”たんと戻るよキャンペーン 第３弾」

を実施する。 

本キャンペーンの実施にあたっては、本年 5月に実施した第 2弾と同様に 

ポストコロナを見据えたＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の普及・拡大の視点や 

「非接触型」のＱＲコード方式によるキャッシュレス決済を活用した 

ポイント還元を行う。 

 

２ 内容                                

・利用できるサービスは、「PayPay」、「au PAY」、「d 払い」。 

・本キャンペーンの還元率は、最大 20％となり、 

１回の利用で最大「1,000 円相当」、 

期間中最大「10,000円相当」が付与される。 

 ・市内対象店舗で誰でもご利用可能。 

 

３ 実施期間                               

・令和 3年 11 月 19日（金）から 12月 19 日（日）まで 

 

４ PR・周知方法                                 

・本日から市のホームページ、 

「広報ぎふ」では 11月 1日号、11月 15日号、12月 1日号において案内する。 

・「PayPay」、「au PAY」、「d払い」に登録している対象店舗では、 

キャンペーン開始までにポスター等による告知を予定。 

・また、第 2 弾に引き続き、スマートフォンや当該アプリの操作方法を案内する「ス

マホ教室」を各キャッシュレス決済事業者が実施。詳細は、市のホームページでご

確認いただきたい。 

・消費を拡大し、本市経済を回復させるため、この機会に本キャンペーンを積極的に

活用していただきたい。市民の皆様をはじめ、市外から本市にお越しいただいた方

も対象になるので、通勤、通学、観光目的の方などもぜひご活用いただきたい。 
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５ その他、関連事業について                                

岐阜市広告宣伝支援事業補助金第 3弾 

・キャッシュレス決済事業第 3弾と合わせ、売上が減少した市内事業者が行う、広告、

宣伝等に要する費用を支援する広告宣伝支援事業第 3 弾を実施することで、さらな

る消費喚起を促し、相乗効果を生み出すことを期待している。 

・市内の中小企業者等におかれては、こちらの補助金も活用し、売上げ向上に役立て

ていただきたい。 

（内容） 

申請期間：令和 3 年 11 月 1 日（月）から 11 月 30日（火）まで 

実施期間：補助金の交付決定日から 1月 31日（月）まで 

補 助 額：補助対象経費の 10／10 上限額 10万円 

※今年度に当該補助金の支給を受けた事業者であっても、再度申請が可能。 

 

 


